
議案第１８６号 薩摩川内市川内葬斎場やすらぎ苑等の指定管理者の指定について【環境課】 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の概要 

 施設名（薩摩川内市川内葬斎場やすらぎ苑及び川内芸ノ尾第１墓地・第２墓地・入来向山墓地） 

⑴ 設置条例 
薩摩川内市葬斎場条例 

薩摩川内市営墓地条例 

⑵ 設置目的 

墓地、埋葬等に関する法律に基づく葬斎場業務等を行い、市営墓地

の管理等が公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から適切に行うこ

とを目的に設置 

⑶ 施設の事業内容 火葬業務等及び市営墓地の管理等を行う 

⑷ 現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 施設の維持管理に関する業務 

⑵ 施設の運営や使用許可等に関する業務 

⑶ 火葬に関する業務 

⑷ ⑴から⑶に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴ 名称 株式会社 誠建設 

⑵ 所在地 薩摩川内市永利町１８８３番地 

⑶ 代表者名 代表取締役 木原 利子 

⑷ 設立年月日 昭和５３年４月１日 

⑸ 基本財産 ２，０００万円 

⑹ 職員数 １３０名（令和７年７月現在） 

⑺ 事業概要 
土木工事業、建築工事業、廃棄物収集及び廃棄物処理等の事業及び

公の施設の管理受託等 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴ 基本方針 

ア 最後の送りの場である葬斎場及び墓地の指定管理を受けること

で、これまで事業運営を支えていただいてる市民の方々に感謝の

気持ちを恩返ししたい。 

イ これまで培ってきたノウハウと地域密着経営方針を活かし、行

政との連携を密にすることで地域住民に心の通ったサービス活動

を展開したい。 

ウ 市民サービスの向上に努める。 

⑵ 管理計画 
ア 専門的な保全業務は専門業者に依頼するが、それ以外の保全は

日常的に点検管理を自社で行う。また、清掃業務・刈払業務等の



経験を生かした施設管理に努め、有資格者にて安全に作業を行う。 

イ 危機管理マニュアルの作成を行い、各災害等に迅速かつ正確な

対応ができるよう努める。 

⑶ 運営計画 

ア 利用されるお客様の全てが、平等かつ安全に利用できるよう業

務運営マニュアルによる基本動作に基づき対応する。 

イ アンケートボックスの設置や葬儀社からの情報等、利用者のニ

ーズ把握やクレーム情報の収集を行うとともに、利用者からの声

や苦情を真摯に受け止め、改善できる点は直ぐに対応する。また、

全ての利用者に平等なサービスを提供し、トラブル防止に努め

る。 

ウ 問合せや来訪の際には丁寧に説明を行い、案内やパンフレット

を渡し、施設の周知広報に努めている。 

 

⑷ 組織体制 

ア 管理者の下、火葬員、事務員、清掃員を配置。 

イ 日々の業務のボリュームを考慮しながら応援体制や人員配置を

行うことで、お客様へのサービス向上やスムーズな業務遂行に努

めている。 

⑸ 支出計画 

 

項 目 
金額（千円） 
令和８年度 

支 出 

（葬斎場） 

人件費 １９，１１０ 

光熱水費 ３，４６４ 

修繕料 ２６０ 

管理費 ８，１５４ 

委託料 １，５４７ 

その他 ４ 

合 計 ３２，５３９ 

支 出 

（墓地） 

【川内】 

芸ノ尾第１ 

芸ノ尾第２ 

人件費 ４０５ 

光熱水費 ４８ 

修繕料 ５７ 

委託料 ６１１ 

合 計 １，１２１ 

支 出 

（墓地） 

【入来向山】 

人件費 １０８ 

光熱水費 １０ 

委託料 １０ 

合 計 １２８ 

 

５ 選定経過の概要 

⑴ 選定委員会開催日 令和７年９月１８日(木) 

⑵ 選定委員 
市民安全部長、財産マネジメント課長、環境課長、地元代表者（２名）、

利用者（１名）       計 ６ 名 



⑶ 応募団体数 
ア①民間事業者 １ ②ＮＰＯ法人   ③出資法人   ④その他   

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷ 選定の理由 

選定委員会において、事業計画書の内容、事業の収支計画、その

他について総合的な審査を行った結果、合格基準点（３６０点）を

上回り、また、適切な管理運営が期待できることが見込まれるため、

指定管理候補者として適当であると判断した。 

⑸ 採点結果表 別紙のとおり 



別紙 

採点結果表 

 

 審査項目 配点 
株式会社 
誠建設 

１ 事業計画書による施設の管理運営により、利用者の平等かつ安全な利用の確保がされるも 
のであるか。 

  使用者の安全対策及び緊急な事故等を想定したマニュアルを
定めており、適切な対応となっているか。 

３０ ２３ 

  

  
公平、公正性が確保され使用者、関係者等の意見により優遇
する可能性はないか。 

３０ ２２ 

  計 ６０ ４５ 

２ 事業計画書の内容により、施設の効用を最大限に発揮し、使用者のサービス向上が図られ
る。 

  
施設の効用が最大限発揮された計画となっているか。 ６０ ４４ 

  

 使用等の関係する者のニーズの把握及び実現策は適切か。 ６０ ４６ 

  計 １２０ ９０ 

３ 事業計画書に基づき、施設の適切な維持管理が図られ、また管理経費の縮減が図られるか。 

 適切な維持管理計画となっているか。 １２０ ９２ 

 収入増や適正な経費削減の措置はみられるか。 ６０ ４２ 

 計 １８０ １３４ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

  
管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を持っているか。
また、施設の管理業務に対する基本方針は適切か。 

６０ ５２ 

  
安定した運営を行うため、職員の採用・確保・指導・研修体
制（苦情対応を含む。）及び相談体制は十分確保されている
か。 

６０ ５０ 

 施設や備品の管理・修繕方針や方法は適正か。 ３０ ２２ 

  団体の経営状況は良好であるか。 ３０ ２１ 

  計 １８０ １４５ 

５ その他市長が定める必要な事項 

  使用者に配慮した計画となっているか。 ６０ ４４ 

 計 ６０ ４４ 

合計 ６００ ４５８ 


